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平成２６年１０月２２日付け農林水第３２－１９０号で諮問のありましたこ

のことについて、別添「みえ森と緑の県民税基金事業・事業別評価シート」の

評価のとおり答申します。 
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評価の種類とその内容及び点数

評価委員の評価と内容 評価委員会の評価と内容

評価

判定の集計方法

１．１０名の委員の判定（点数）を合計し、平均値をとります。

２．平均値（右上表）により、判定（Ａ～Ｄ）を決定します。

現状の取組に改善が必要である 1 1.0≦X＜1.7 D 現状の取組に改善が必要である

継続が妥当である 3 2.7≦X＜3.5 B 継続が妥当である

継続は妥当であるが、
さらに工夫が必要である

2 1.7≦X＜2.7 C
継続は妥当であるが、
さらに工夫が必要である

内 容 平均値による評価基準 内 容

取組が優れている 4 3.5≦X≦4.0 A 取組が優れている






















